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環境省は平成１５年度に地方公共団体が実施した有害大気汚染物質の大気環境モニタリング調査

結果を環境省の調査結果と併せ、１６年９月１０日までにとりまとめました。 

調査は大気汚染防止上の優先取組物質とされている２２物質のうち、測定法が確立している計１９物

質を対象に実施しました。 

１９物質中、環境基準が設定されているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロ

メタンの４物質について測定値と基準値を比較した結果では、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン（環境基準値はともに２００μｇ／ｍ３）、ジクロロメタン（環境基準値１５０μｇ／ｍ３）の３物質について

はすべての測定地点で環境基準値を下回っていましたが、ベンゼン（環境基準値３μｇ／ｍ３）は測定

地点４２４地点の７．８％にあたる３３地点で環境基準値を超過しました。 

 ベンゼンの測定点中、環境基準超過があった地点の割合は１０年度が４６％でしたが、その後は１１年

度２３％、１２年度２０％、１３年度１８％、１４年度８．３％と徐々に改善されています。またベンゼンの全国平

均濃度も１０年度の１立方メートルあたり３．３μｇから今回は１．９μｇ／ｍ３にまで低下したことが確認さ

れました。 

 ガソリン中のベンゼン含有量基準が平成１２年に５％から１％以下に引き下げられたことなどが効を

奏しているとみられます。 
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